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広陵町立小学校及び認定こども園真美ケ丘第二小学校附属幼稚園 

給食調理業務委託（グループ２）仕様書（小学校用） 

 広陵町立小学校及び認定こども園真美ケ丘第二小学校附属幼稚園給食調理業務を委託するにあ

たり、仕様は以下のとおりとする。 

 

１ 事業名 

広陵町立小学校及び認定こども園真美ケ丘第二小学校附属幼稚園給食調理業務（グループ２） 

 

２ 場 所 

広陵北小学校、真美ケ丘第一小学校、真美ケ丘第二小学校 

 

３ 履行期間 

   令和８年８月１日から令和１３年７月３１日まで 

   （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 

４ 基本条件 

  ・委託料 

委託料は、別紙 1「委託校別詳細表」のグループ２・３校にかかる経費とする。 

  ・業務の分担 

委託する業務の分担区分については別紙２、経費の分担区分については別紙３のとおり

とする。 

  ・実施回数 

原則１８２日／年（※１８０～１８５日の範囲で変更の場合あり） 

令和８年度の給食実施回数は、別紙４のとおりとする。ただし、変更する場合がある。 

  ・土曜日、日曜日及び祝祭日 

    土曜日、日曜日及び祝祭日が参観等で、給食を提供すべき日については、業務を行うこと。 

  ・試し炊き（試食会） 

    教育委員会が指定するメニューで各校１回以上（別紙１「２令和８年度給食対象予定食数」

にある食数程度）試し炊きを行うこと。日程については別途協議をすること。この試し炊

きは試食会と兼ねる場合がある。その際、光熱水費を除く費用は受託者負担とする。 

・食育 

    小学校における食育について、教育委員会から依頼があった場合、積極的に協力し実施す

ること。 

  ・児童及び教職員の予定数 

児童及び教職員の予定数は、別紙１「委託校別詳細表」のとおりとする。変更があった

場合でも契約金額の変更はしない。 
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  ・食数の指示 

    食数については、月単位で指示するものとし、変更がある場合は日単位で指示する。 

  ・運営方法 

    文部科学省の定めた学校給食法第９条「学校給食衛生管理基準」に沿った運営を図ること。 

 

 

  ・請負 

    受託者は、調理業務を第三者に委託、又は請け負わせてはならない。 

  ・気象警報等の対応 

    警報等による緊急時の対応については、教育委員会、学校及び受託者で協議し、誠意をも

って協力対応すること。 

  ・報告 

    委託業務について、異物混入や事故等があった場合は、速やかに学校長及び教育委員会へ

報告すること。 

  ・災害時 

    大規模災害等の発生により、炊き出し等が必要となった場合は、別途協議のうえ協力する

こと。 

 

５ 委託する業務の内容 

   広陵町が委託する業務は、原則として別紙２「業務の分担区分」の受託者に〇印を記した業

務等とし、以下の事項を遵守して行うものとする。 

(1) 給食管理 

  ① 受託者は、次の事項を明記した業務案内書を作成し、常備しておくこと。内容は定期的に

見直しをしなければならない。また、業務案内書は教育委員会及び学校から求めがあった

場合、開示できるようにしておくこと。 

    １）調理業務責任者、衛生管理業務管理責任者、社内の指導等の業務管理体制、２）従事

者の教育、研修、３）労働安全衛生等の実施体制、４）適時適温給食の実施方法、５）業

務内容に応じた栄養士、調理師等の配置人員 

  ② 受託者は、調理された給食については、学校長又はその代行者が行う検食のため配膳、下

膳を行い、その評価を受けなければならない。また、評価については業務の参考とし、万

一異常があった場合は、迅速丁寧に対応すること。 

  ③ 日常点検票を確認し、栄養教諭・学校栄養職員及び学校長の承認を毎日受けること。 

  ④ 給食調理業務に関係する書類等の作成及び報告は、教育委員会及び学校が指定する日時ま

でに行うこと。 

  ⑤ 喫食については、受託者も参加するものとする。費用については受託者の負担とする。 

  ⑥ アレルギー除去食については、教育委員会及び学校と十分に協議し、対象児童に対する誤

配・誤食等がないよう確実な対応を行うこと。 
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  ⑦ 受託者は残食調査等を行い、記録をすること。 

  ⑧ 試食会等への参加及びこれに付随する作業等については、誠意をもって行うこと。 

  ⑨ 教育委員会及び学校が給食実施のため行う会議には、業務責任者または業務責任者を補

佐する者が参加すること。 

 (2) 調理作業管理 

① 教育委員会が作成する献立表及び調理指示書に基づいて、作業工程表及び作業動線図を

教育委員会及び学校が指定する日までに作成し、栄養教諭又は学校栄養職員へ提出する

こと。 

② 調理終了後喫食までの時間は、可能な限り短縮し、最大２時間以内とする。 

③ 配缶・配膳・返却は、校時に従い、定められた場所で行い、児童の安全確認を行うこと。 

④ 当日の食数の変更及び緊急な給食時間の変更並びに献立変更等については、教育委員会

及び学校と協議し、誠意をもって迅速に対応すること。 

⑤ 業務終了後は学校に対し必ず業務完了報告（日常点検票・検収簿・給食日誌・業務完了

確認報告書・調理業務確認書等）を行い、承認を受けるとともに、翌日の校時を確認するこ

と。 

⑥ 配膳及び返却時の食缶・器具等の確認については的確に行うこと。 

⑦ クラス毎に各学校の各指定場所にワゴンを配置し、教職員ないし児童に引き渡すまでは

必ず立会し、安全を確保すること。 

⑧ 地産地消の推進を図るため、奈良県産・広陵町産の野菜等の活用にあたっては、できる

限り協力すること。 

⑨ 給食終了後ワゴンを指定場所から安全に給食室に移動させること。 

⑩ 食器、器具等については全て洗浄すること。 

 (3) 食材管理 

①  食材の検収は、業務責任者または業務責任者補佐する者が検収の記録に基づいて責任を

持って行うこと。 

②  食材の検収は、必ず物資納入業者立ち会いのもとでを行うこと。調理当日以前に食材が

納品される場合についても同様とする。 

③  食材は検収室において専用の容器に移し替え、段ボール等を持ち込まないこと。 

④  食品同士の相互汚染や床面からの二次汚染が生じないようにすること。 

⑤  下処理後及び調理後の食品は、床下高６０ｃｍ以下の不適切な場所に置かないこと。 

⑥  食品衛生法の規定する基準に基づいて、原材料及び調理後の食品各５０ｇを採取し、保

存食として２週間、指示された冷凍庫に保管し、記録すること。 

⑦  受託者の責による食材等の損失については、直ちに学校及び教育委員会に報告し、教育

委員会の指示に従い弁済すること。 

⑧  食材の発注及び支払いは、教育委員会が行い受託者に提供する。 

 (4) 施設等の使用及び管理 

① 給食調理場施設、調理用設備及び機器類（以下「施設等」という。）については、受託

者に無償で使用を許可する。なお、使用及び管理に関して、本町と別に定める施設等使
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用契約書を締結する。 

② 施設等については、細心の注意を払って保守・管理に努めること。なお、受託者の責に

帰すべき理由による破損等については受託者の負担とし、原状に回復させるものとする。 

③ 無償で使用を許可した以外の備品を受託者が使用する場合は、教育委員会に事前に申し

出すること。 

④ 給食調理場の設備や機器類については、保守・管理に努めること。なお、受託者は調理

機器等を細心の注意を払って管理し、受託者の責に帰すべき理由による破損等について

は受託者の負担とし、現状に回復させるものとする。 

 (5) 管理業務 

①  従業員については、業務に支障がないように安定した配置を図ること。 

②  受託者は各学校に配置されている従業員の管理をしなければならない。従業員名簿につ

いては、教育委員会及び学校に提出すること。 

③  従業員の欠員及び交代等については、教育委員会及び学校に対し事前に書面でもって承

諾を得ること。 

④  緊急時の対応のため、交代要員を事前に報告しておくこと。 

⑤  長期休業中の作業日程については、事前に予定表を教育委員会及び学校に提出すること。 

⑥  工事及び修繕等により清掃及び立ち会い等が必要な場合は必ず立ち会い等すること。（長

期休業中を含む。） 

 (6) 衛生管理 

① 特に給食室は、毎日作業後直ちに適切な方法で清掃及び洗浄消毒を行い、衛生管理に留意

すること。グリストラップについても毎日清掃を行うこと。 

② 設備・備品及び調理器具等においても、適切な方法で清掃及び洗浄消毒を行い、衛生管理

に留意すること。 

③ 残飯及び塵芥の処理は適正に行うこと。 

④ 長期休業期間（夏期休業日、冬期休業日、春期休業日）には、調理設備、器具類の念入り

な清掃及び点検を行うこと。特に、換気扇（羽根、フード、ダクトなど）や壁面、グリス

トラップなど普段清掃できない箇所について清掃を実施すること。調理員によって清掃が

困難な場合は、清掃業者による清掃を行うこと。  

⑤ 作業区分ごとの衛生管理を確立させ、別紙５の「名簿等関連書類」に従い教育委員会へ提

出すること。 

 (7) 研修等 

① 学校給食における調理の役割を認識させるとともに、高度化する知識や技術の習得のため、

研修等を積極的に行うこと。 

② 研修計画を教育委員会へ提出し、その計画書に基づき研修を実施し、実施後は速やかに実

施報告書を教育委員会へ提出すること。 

③ 初任者に対しては、講習及び実習等により十分な研修を行った後、実務に従事させること。 

④ 奈良県・保健所・教育委員会・北葛城郡等の主催する衛生研修、調理実習等にも従業員を

積極的に参加させること。なお、参加負担金が必要な場合は受託者負担とする。 
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⑤ 教育委員会が毎月開催する献立説明会、献立検討委員会に従業員を参加させること。 

 (8) 労働安全衛生 

① 受託者は、全ての従業員に対する健康教育の実施によって、日常的な健康の自己管理を促

し、食中毒の発生と感染症の感染を予防すること。 

② 従業員の健康診断については、労働安全衛生法等の法令に基づき実施し、記録を保管する

こと。 

③ 検便については、学校給食法第９条「学校給食衛生管理基準」に基づき月２回以上実施し、

結果を教育委員会に提出すること。(サルモネラ菌、赤痢菌、病原性大腸菌０－１５７等ベ

ロ毒素を産出する菌） 

また、状況に応じ、必要な場合はノロウイルス等のウイルス検査を実施すること。 

④ 下痢、発熱、腹痛、嘔吐等をしている場合には医療機関にて感染性疾患の有無を確認し、

その指示を励行すること。また、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従事を

禁止すること。 

⑤ 身体、服装は常に清潔にし、調理室内では白衣、ズボン、帽子及びマスクを着用すること。

エプロンは作業区域毎に使い分けるとともに汚れ等がわかりやすい色や素材を選定する

こと。使用後は洗浄及び消毒し、翌日までに乾燥させておくこと。 

⑥ 調理室内への私物の持ち込み、その他食品衛生管理上支障となる行為をしてはならない。 

６ 従業員の配置 

(1) 調理業務に従事する者の資格等については、次の各号に定めるとおりとする。 

① 栄養士法に規定する管理栄養士又は栄養士の資格を有し、学校給食業務に２年以上、また

は、集団給食業務に３年以上従事した者を１人常勤で従事させること。 

② 調理師法に規定する調理師の資格を有し、学校給食業務に１年以上、または、集団給食業

務に３年以上従事した者を常時１名従事させること。ただし、上記①の資格を有する者は

兼務できるものとする。 

③ 「調理師」を調理業務責任者とし、「栄養士」を衛生管理業務責任者とする。 

④ 衛生管理業務責任者は、学校給食の役割、学校の組織、食物アレルギー等対応食の必要性、

職員衛生と労働安全衛生及びＨＡＣＣＰに関する専門的知識を有すること。 

⑤ 調理業務責任者は、１年以上調理業務責任者に従事した者又は２年以上副調理業務責任者

に従事した者であること。 

⑥ 調理業務責任者または衛生管理業務責任者のうちいずれかを業務責任者とし、業務全般を

掌握し、調理業務従事者を指揮監督すること。業務責任者は、教育委員会、学校、栄養教

諭及び学校栄養職員等との連携を行う。 

⑦ 調理業務責任者、衛生管理業務責任者以外の人員のうち１人を副調理業務責任者として、

調理業務責任者を補佐すること。 

⑧ 上記各号の経験年数については、いずれも年間１８０日以上の勤務経験をした年数を１年

とする。 

(2) 給食調理業務に支障を来さないように調理員を配置すること。 

(3) 作業工程表及び作業動線図等に基づき、各作業区分においての作業工程を明確にした人員を
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配置すること。 

(4) 配属される従業員については、教育委員会が指定する日までに名簿等関連書類を提出するこ

と。その際、有資格者にあたっては、その資格を証する書類の写しを教育委員会提出するこ

と。また、調理業務責任者、衛生管理業務責任者及び副調理業務責任者を明記すること。 

７ 従業員の服務（受託者の責任において、下記の事項を遵守すること） 

(1) 業務責任者は、仕様書及び調理マニュアルに沿って業務が履行されるよう従業員の指揮監督

を行い、業務全般の責任を負うこと。 

(2) 業務責任者は、業務中の火災、盗難等の事故が起こらないようにすること。 

(3) 業務責任者及び業務責任者を補佐する者は、学校給食業務の円滑な運営のため、学校長等と

随時協議すること。 

(4) 業務責任者は、従事者の研修、健康管理、業務の遂行管理、施設設備の衛生管理等の業務を

行うものとする。 

(5) 業務責任者を補佐する者は、調理業務全般が円滑にすすむように手配すること。 

(6) 業務責任者は、常に所在を明らかにし、業務の履行に関して教育委員会及び学校と連絡及び

調整を行うことができるよう通信手段を確保しておくこと。 

(7) 業務責任者を補佐する者は、業務責任者不在の時にこれを代行する。 

(8) 業務責任者は業務開始までに注意事項等の徹底をし、業務確認を必ず行うこと。 

(9) 調理業務に従事する者は、清楚かつ清潔な服装を着用し衛生管理に留意すること。 

(10) 調理業務中は言動に注意し、教職員、児童、来校者及びその他の者に不快感を与えないこ   

と。 

(11) 調理業務に従事する者は、「広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例」を遵守し、業 

(12) 務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

８ 長期休業中の業務 

①  夏期休業日 ７月２１日から８月３１日 

②  冬期休業日 １２月２４日から１月６日 

③  春期休業日 ３月２５日から４月５日 

上記及びその前後については、給食を行わないが、期間中は調理室内の換気・室内清掃及び消毒、

また、食器・調理器具等の洗浄及び消毒を定期的に行うこと。さらに研修等も行うこと。 

 

９ 委託料の支払い等に関する事項 

(1) 受託者は業務完了確認報告書及び調理業務確認書を翌月の５日までに教育委員会に提出する

こと。ただし、３月分については同月末日までに提出すること。 

(2) 委託料の支払いは、月ごとに支払うものとする。受託者は当該月分の委託料を教育委員会に

請求し、教育委員会は当該支払請求書を受理した日から３０日以内に委託料を支払うものと

する。なお、各月の委託料は５年間の委託料を６０ヶ月間に均等に割り振って行うものとし、

それぞれの端数は各年度の最終月に含めて支払うこととする。 
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１０ その他 

(1) 本仕様書は業務の大要を示すもので、業務遂行に関して疑義が生じたとき及び今後本仕様書 

を変更する場合等が生じたときは、教育委員会と受託者の間で、よりよい給食実施のため、 

前向きに協議するものとする。 

地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約を締結し、履行期間は令和８年８月１日か 

ら令和１３年７月３１日までとする。ただし、令和８年８月１日から当該事業を円滑に進め

ることができるよう体制を整えておくこと。また、令和９年度以降、仕様書の内容から大き

く変更がある場合については、契約の変更等を行う場合があるものとする。 

(2) 契約金額は原則、履行期間の金額とするが、急激な物価高騰があり、品質の確保等が難し 

くなった場合は、教育委員会と受託者で協議を行い、契約金額を見直すこととする。 


